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船舶事故調査報告書 

 

令和５年５月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年１０月８日 １２時２５分ごろ 

発生場所 熊本県天
あま

草
くさ

市佐
さ

伊
い

津
つ

漁港南東方沖 

 佐伊津港３号防波堤灯台から真方位１４８°１,３００ｍ付近 

（概位 北緯３２°２９.０′ 東経１３０°１２.３′） 

事故の概要 プレジャーボートGOING
ゴーイング

は、北西進中、浅所に乗り揚げた。 

GOINGは、シューピースの破損等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年１１月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート GOING、４.９５トン 

２９０－６６８２８熊本、個人所有 

１１.７５ｍ（Lr）×２.３５ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１６９.２０kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 船長 ４３歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 令和３年１２月９日 

  免許証交付日 令和４年５月３０日 

         （令和９年５月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 シューピースに破損、舵軸及びプロペラ翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約１.５～２.０ｍ、潮汐 下げ潮の末期、 

水温 約２６℃ 

 天草市には、１０月６日１６時１０分に強風注意報が発表され、本

事故時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、回航の目的で、令和４年１０月８日１１時３０分ごろ

佐伊津漁港に向けて天草市大
おお

門
もん

港を出航した。 

 船長は、救命胴衣を着用して機関室囲壁船尾側の操縦場所に立ち、

ＧＰＳプロッター及び魚群探知機を作動させ、舵輪の横に置いたス 

マートフォンに表示させた地図アプリケーション（以下「地図アプ
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*1
  「危険界線」とは、危険物存在の注意を航海者に促すものであり、多数の危険物を含んだ範囲を区域で示し、航

行上安全でない区域を示すものをいう。 

リ」という。）で浅所の場所や船位を確認しながら、手動操舵で本
ほん

渡
ど

瀬戸を北進した。 

船長は、本渡瀬戸の航行が初めてであったので、ふだんよりも減速

して約５ノットの対地速力とし、また、本船は船首部の舷縁が高く、

操縦位置から前方を確認しにくかったので、救命胴衣を着用した同乗

者を船首部のマスト付近に立たせて前方の見張りを行わせていた。

（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長は、本渡瀬戸では海上は平穏であったものの、本渡港内の防砂

堤に沿って北東進して島原湾に出ると、北東風が吹き、北東方からの

波高約１.５～２.０ｍの波が立っているのを認めた。 

船長は、ふだん出航を中止する波高の目安を約１.５ｍとしてお

り、回航を中断して大門港に引き返すことも検討したが、熊本県外に

在住していて回航を行うための時間を作れず、回航が先延ばしになっ

ていたので、当日の回航の機会を逃したくないと思い、横波を受けな

いように船首を波に立てる操船を行いながら航行を続けることとし

た。 

 船長は、島原湾では天草下島の陸岸から約９００ｍ離して航行する

予定であったが、波が高く恐怖心があり、できるだけ陸岸に寄って航

行したいと思い、陸岸から約４００ｍ離すこととし、時折右舵を取っ

て船首を波に立てながら北進した。 

 同乗者は、波が高くなったので、船首部から機関室囲壁船首側の前

部甲板に移動し、身体のバランスを崩さないように手すりを掴
つか

んでい

た。 

 船長は、天草市戸
と

埼北方沖で、左舷船首方に佐伊津漁港の防波堤を

認め、また、地図アプリで本船が同沖の危険界線*1で囲まれた区域

写真１ 本船（右舷側）            写真２ 本船（船首側） 

機関室囲壁 手すり 船首部のマスト 操縦場所 
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（以下「本件浅所域」という。）から約２００ｍ離れた場所を航行し

ていることを確認し、同じ距離を保った状態で同漁港に向けて北西進

することとし、左舵を取った。 

 船長は、北西進を開始後、波を真横から受けるようになり、一層波

に注意を払い、船首を波に立てる操船を繰り返し、蛇行しながら北西

進中、１２時２５分ごろ船底部に衝撃を感じ、その後も北西進を続け

ていると思っていたところ、周囲の風景から停船していることに気付

き、本船が浅所に乗り揚げたと考え、主機を停止した。 

 船長は、機関室等に浸水がないことを確認後、自身及び同乗者を迎

えに佐伊津漁港に車で向かっていた知人に携帯電話で連絡し、本事故

の発生を伝えた。 

船長から連絡を受けた知人は、地元漁師に救助を依頼したが、潮位

が低く救助に向かうことができないとの返答があり、その旨を船長に

伝えた。 

 船長及び同乗者は、潮が引いて周囲の水深が浅くなったので、退船

することとし、本船の船首部及び船尾部から錨を投入して船固めを 

行った後、海に入って陸岸まで渡り、知人の車で熊本県内の居住地に

向かった。 

 陸上から本件浅所域に乗り揚げた本船を認めた住民は、警察署に本

事故発生の通報を行い、また、その後、警察署から海上保安庁に同通

報が行われた。 

 本船は、９日、漁船で佐伊津漁港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真３ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

本船は、当初、熊本県外の港に係留されていたが、令和４年８月に

係留地が大門港に変更され、その後、新たな係留地を佐伊津漁港とす

ることになっていた。 

船長が使用していた地図アプリは、一般財団法人日本水路協会発行

の航海用電子参考図（new pec）が表示されるようになっていたほ

か、任意の海域の天気予報（天気、風向、風速、波高など）を確認す

ることができた。 

船長は、本船を使用して本渡瀬戸の南側の海域で釣りを行ったこと

があったものの、本渡瀬戸及び島原湾の航行経験がなかったので、回

航に当たり、事前に地図アプリで本件浅所域を含めた航行予定海域の

浅所の場所を確認して航行コースを検討していた。 

船長は、毎回出航前に天気予報で波高を確認して出航の可否判断を

行っていたが、ふだんから気象警報及び注意報の発表状況の確認を 

行っておらず、１６時１０分に強風注意報が発表され、本事故時も継

続中であることを知らなかった。 

船長は、本事故前日と本事故当日に地図アプリ及びインターネット
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の天気予報で、それぞれ大門港周辺及び天草市牛
うし

深
ぶか

の波高を確認して

おり、それらの予報では波高が１ｍ未満であったので、島原湾でも同

様の海象になると判断し、島原湾の天気予報を確認していなかった。 

船長は、北西進中、右舷船首方の海域に立つ波を注意深く見なが

ら、船首を波に立てる操船を行うことに意識を集中していたので、地

図アプリ等で船位を確認できず、北東方からの風波によって本船が本

件浅所域に向かって圧流されていることに気付かずに航行していたと

本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

(1) 事故発生に関する分析 

本船は、佐伊津漁港南東方沖を回航地である同漁港に向けて北

西進中、北東方からの風力４の風が吹くとともに波高約１.５～

２.０ｍの波が立つ状況下、船長が、本事故当日の回航の機会を逃

したくないと思い、航行を続けたことから、風波によって本件浅

所域に向かって圧流され、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、本渡瀬戸を通過後、島原湾ではふだん出航を中止する

目安としていた波高以上の約１.５～２.０ｍの波が立つ状況であ

ることを認めたものの、熊本県外在住で回航を行うための時間を

作れず、回航が先延ばしになっていたことから、本事故当日の回

航の機会を逃したくないと思い、航行を続けたものと考えられ

る。 

船長は、北西進中、右舷船首方の海域に立つ波を注意深く見な

がら、船首を波に立てる操船を行うことに意識を集中していたこ

とから、地図アプリ等で船位を確認できず、本船が北東方からの

波によって本件浅所域に向かって圧流されていたことに気付かず

に航行していたものと考えられる。 

(2) その他安全に関する分析 

船長は、出航前、天気予報で出航地周辺の波高を確認し、島原

湾でも同様の海象になると判断していたが、天気予報で島原湾の

波高を確認する必要があり、また、気象警報及び注意報の発表状

況の確認を行う必要があったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、佐伊津漁港南東方沖を回航地である同漁港に向

けて北西進中、北東方からの風力４の風が吹くとともに波高約１.５

～２.０ｍの波が立つ状況下、船長が、本事故当日の回航の機会を逃

したくないと思い、航行を続けたことから、風波によって本件浅所域

に向かって圧流され、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、
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次のことが考えられる。 

・波の影響を受けやすい小型船舶の船長は、波が高い海域では、転

覆のほか、波に圧流されて浅所に乗り揚げるおそれがあるので、

航行予定海域で波が高くなっているのを認めた場合、航行を続け

ようとせず、安全を優先し、航行を中断して出航場所等に引き返

すこと。 

・船長は、気象及び海象は地形により変化することに留意し、出航

前に出航地周辺のほか経由海域や目的地周辺の天気予報を確認し

ておくこと。また、毎回出航前に気象警報及び注意報の発表状況

を確認しておくこと。 

・船長は、船舶事故が発生した場合、適切な支援や指示を受けられ

るよう、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長崎県 

熊本県 

天草上島 
天草下島 

島原湾 

本渡瀬戸 

大門港 

佐伊津漁港 
島原湾 

0 2,000m 1,000 

佐伊津港３号防波堤灯台 

事故発生場所 

（令和４年１０月８日 
  １２時２５分ごろ発生） 

本渡港 

天草市 

佐伊津漁港 

本件浅所域 
※破線(危険界線)で 

囲まれた区域 

★ 

島原湾 

本船 
戸埼 



- 7 - 

写真３ 本船の損傷状況 
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